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岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

① 第三者評価機関名 

社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 

 

② 施設・事業所情報 

名称：保育所ちゃお 種別：小規模保育事業（Ａ型） 

代表者氏名：園長 西尾 千代子 定員（利用人数）：未満児１９名 

所在地：岐阜県恵那市大井町 2711-35 

TEL：０５７３－２６－２２５６ HP： http://hoikujyo.ciao.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日：平成 29 年 10月 

 経営法人・設置主体（法人名等）：株式会社レガーメ 

 職員数 常勤職員             ４名 非常勤職員              ６名 

 専門職員 保育士               ６名 子育て支援員            ２名 

看護師               １名  

 施設・設備

の概要 

乳児室               １室 調理室、便所、洗面所、事務室 

保育室               ２室 職員室 

 

③ 理念・基本方針（※転載） 

理念 

 子どもの人権や主体性を尊重し、子どもの最善の利益のために保護者や地域社会と協力しな

がら乳幼児の心身の健全な育成を図る 

 

基本方針 

・その子らしく、明るく心身と共に健やかに育つよう保育する。 

・子どもの力が、内側から育まれる事を大切にしていく。 

・自分で何かをしようとする力を育てる。 

・感性、生きていく心（意志）をゆっくり育てる。 

 

 

④ 施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

平成２９年１０月に株式会社レガーメが設置主体となって「小規模保育事業Ａ型」と

して事業を開始した。３歳未満児を対象に定員は１９名で、四季折々の渓谷美を楽しむ

ことができる観光スポット「恵那峡」近くに位置した木造平屋建ての施設である。園庭

は雨天時の排水が迅速にできる設備を整え、園舎の床は全て抗菌剤仕様である。また、

子どもと職員が穏やかな時間を過ごすことができるよう、保育室とは別にランチ専用ル

ームを設けるなど、園児の健康に対する配慮が行き届いている。 
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⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和７年 ７月３０日（契約日） ～ 

令和８年３月２３日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）  ５回（令和５年） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

・３歳未満児専用の保育所であるため年度によって年齢構成が大きく変化している。こ

うした変化に的確に対応するため、職員確保等、時々の課題に具体的な対策を講じなが

ら運営を行っている。工場勤務の保護者の勤務実態を考慮し、祝日も開所している。 

・各年齢の保育内容が記載され、年度末までに到達すると良い子どもの姿が記載され 

たカリキュラムが策定されている。各年齢クラスは、カリキュラムにそって保育が展開

されている。新入職員にとっては、各年齢の保育がわかりやすく園の方針を理解しなが

ら保育を進めていけるのは安心して子どもを預けられる体制と考えられる。 

・園の特色として、食の大切さや手指の活用・右脳の発達等を分かりやすく保護者にパ

ンフレットで知らされているのは、保護者が保育所の方針を理解しやすいと思われる。 

・未満児保育所としての特徴を生かし、保護者に寄り添う姿が多くみられる。子どもた

ちの様子もブログを利用し伝えている。給食は国産のものを使い安心できる献立を提供

している。年齢に合わせ、子どもが興味を持てるものを考え、手作りおもちゃを用意し、

自然に基本的生活習慣が身につく計画を立てている。 

 

◇改善を求められる点 

・苦情処理内部規定は丁寧に作成され職員に周知されているが、保育所と保護者で共に

子育てを行っていく基本的な考えからも、子どもを預けている保護者の意見や考えを伺

える体制を確立されることが望ましい。 

・保育所にとっては、子どもの安心・安全が一番である場所だと思われる。未満児がハ

イハイしたり、座る時に転んだりした時を想定し、廊下の段差にウレタンなどで角を覆

われると安全性が高まると思われる。 

・周りに住宅があり、フェンスがあることで避難経路が一つしかないことが気になる。

もう１か所設置することができればよいと思われる。 

 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

・廊下の段差にウレタンなどを敷く事に関してですが、未満児は自分で気を付けることができない

ため、つまずきが想定されるものはあえておいていません。開所して以来一度もそのような事故

等は発生していない。 

・周りに住宅があるため、駐車場側（道路に面している側）以外からの避難は不可能です。又未

満児は自分で逃げる事が出来ないため、避難車を使用して避難します。給食室から離れた現在

の避難経路以外は考えておりません。消防署の方にも確認済みです。 

 

⑧第三者評価結果 
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  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 
 


